
空家等対策フローチャート

空家等実態調査

空家情報等の把握

所有者の特定

空家等ＤＢの整備

情報提供・助言
法第12条

立入調査
法第9条第1項

特定空家等の認定

助言・指導
法第22条第1項

勧告
法第22条第2項

命令
法第22条第3～8,11,12項

行政代執行
法第22条第9項特定空き家の認定解除 略式代執行
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管理不全状態の継続

緊急措置
●近隣住民からの情報提供

●庁内関係部署からの情報提供

●外観調査で使用の可能性について評価

●不動産登記情報取得

●固定資産税情報取得

●未管理空き家等への管理要請

●情報提供による意識の涵養

●保安上危険

●衛生上有害

●周辺環境の保全

●適正管理・改善の促進

固定資産税等の

住宅用地特例除外

是正が行われた場合

緊急対応の必要性がある場合

管理不全空家等の認定

必要な措置「指導」
法第13条第1項

必要な措置「勧告」
法第13条第2項

特定空家等の候補抽出

状態が改善されない

正当な理由なく措置がなされない

状態が改善されない

措置がなされない

状態が改善されない

所有者等の不在の確定

正当な理由なく措置がなされない

固定資産税等の

住宅用地特例除外

検討・協議結果

検討・協議結果

検討・協議結果

検討・協議結果

検討・協議結果

検討・協議結果

●意見書の提出機会付与

（法第22条第5項）


